
 

障害者に対する差別禁止・合理的配慮提供義務に関する 

  相談窓口のご案内

 

例えば、 

・障害者という理由により職場で差別を受けた。 

・障害のある労働者から会社に対して配慮についての相談があり話し合いをして 

いるが合意できない。  など  

その他、募集・採用の場面、職場でのあらゆる場面のご相談を以下の窓口で受けています。 

◇山口労働局 

山口労働局職業安定部 

職業対策課 
０８３－９９５－０３８３ 

山口市中河原町６－１６ 

 山口地方合同庁舎2号館7階 

ご利用時間 月～金曜 ８時30 分～17 時15 分（土曜・日曜・休祝日及び年末年始休み） 

◇山口県内のハローワーク 

名  称 電話番号 住  所 

ハローワーク山口 
０８３－９２２－００４３ 

＊音声ガイダンスを導入しています 
山口市神田町１－７５ 

ハローワーク下関 
０８３－２２２－４０３１ 

＊音声ガイダンスを導入しています 
下関市貴船町３－４－１ 

ハローワーク宇部 
０８３６－３１－０１６４ 

＊音声ガイダンスを導入しています 
宇部市北琴芝２－４－３０ 

ハローワーク防府 ０８３５－２２－３８５５ 防府市駅南町９－３３ 

ハローワーク萩 ０８３８－２２－０７１４ 萩市平安古町５９９－３ 

ハローワーク萩 長門分室 ０８３７－２２－８６０９ 長門市東深川１３２４－１ 

ハローワーク徳山 ０８３４－３１－１９５０ 周南市大字徳山７５１０－８ 

ハローワーク下松 ０８３３－４１－０８７０ 下松市東柳１－６－１ 

ハローワーク岩国 ０８２７－２１－３２８１ 岩国市山手町１－１－２１ 

ハローワーク柳井 ０８２０－２２－２６６１ 柳井市南町２－７－２２ 

ご利用時間 月～金曜 ８時30 分～17 時15 分（土曜・日曜・休祝日及び年末年始休み） 


